
岩手県告示第167号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定に基づき、県営夏川地

区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土地とし

て指定した。 

  平成25年３月15日 

                岩手県知事 達 増 拓 也  

 地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

一関市花泉町油島字内別当 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字内谷地 

〃 

一関市花泉町油島字大曲 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字表谷地 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字下築道 

〃 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字下原田 

一関市花泉町油島字白山 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字外別当 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字田郷多 

一関市花泉町油島字中谷地 

〃 

一関市花泉町油島字浪打 

 

６番１ 

16番５ 

17番１ 

37番４ 

39番 

33番 

34番 

38番１ 

39番 

20番２ 

53番 

69番１ 

200番１ 

12番 

18番１ 

26番１ 

33番１ 

62番１ 

３番 

12番 

17番 

19番 

40番 

52番 

62番１ 

73番２ 

78番 

83番２ 

60番１ 

13番１ 

47番２ 

３番１ 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

1,096 

881 

671 

281 

1,100 

1,085 

1,021 

922 

996 

305 

842 

997 

1,003 

1,000 

965 

707 

1,467 

1,028 

2,306 

1,027 

1,033 

1,439 

1,025 

1,096 

302 

742 

905 

511 

1,022 

188 

753 

1,544 

㎡

160

514

215

87

79

32

125

355.22

356

149

78

272

374

472

238

93

464

475

637

434

259

110

200

150

40

181

65

141

31

103

288

882



〃 

〃 

〃 

一関市花泉町涌津字向谷地 

７番 

14番 

38番１ 

61番 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

1,022 

478 

482 

1,019 

282

44

240

57
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